
23 

 

問題６（旧平成２１年度第１問） 

 

１８歳のＡは、唯一の親権者で画家である父Ｂに対し、真実はバイクを買うためのお金が欲しか

ったのに、知人からの借金を返済するためにお金が必要であるとうそをついて、金策の相談をした。

この事案について、以下の問いに答えよ。 

なお、各問いは、独立した問いである。  

１ Ｂは、Ａに対し、Ａの借金を返済する金銭を得るために、Ｂが描 いた甲絵画を、これまで何

度か絵画を買ってもらったことのある旧知の画商Ｃに売却することを認め、売却についての委

任状を作成し、Ａに交付した。しかし、その翌日、Ｂは、気が変わり、Ａに対して、「甲絵画を

売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。」と言った。ところが、その後、Ａは、Ｂに無

断で、委任状を提示して、甲絵画をＣに５０万円で売却した。この場合、Ｂは、Ｃから、甲絵 画

を取り戻すことができるか。  

２ Ｂは、かねてからＡがその所有する乙自動車を売却したいと言っていたのを幸いとして、その

売却代金を自己の株式購入の資金とするため、Ａの代理人として、Ｄに対し、乙自動車を６０

万円で売却した。この場合、Ａは 、Ｄから乙自動車を取り戻すことができるか。また、Ｂが、

以前Ａ名義の不動産を勝手に売却したことがあったことなどから、Ａの伯母の申立てにより、

家庭裁判所において、乙 自動車の売却の１か月前に、親権の喪失の宣告がされ、確定していた

のに上記のような売却をしたときはどうか。 
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【答案例】 

第１ 小問１ 

 ＢＣ間の売買契約が有効であるならば、ＢはＣから甲絵画を

取り戻すことはできない。 

１ まず、ＢはＡに甲絵画をＣに売却するための委任状をＡに

交付したことによりいったんはＡと委任契約（６４３条）を

締結し甲絵画売却の代理権を授与したといえる。もっとも、

その後、「甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくよ

うに。」と言ったことで、委任契約は解除（６５１条１項）さ

れ、代理権授与行為も取消されたといえる。 

  そうすると、Ａが行った甲絵画の売却は、無権代理であり

Ｂの追認がない限り売買契約は無効となりＢに効果帰属しな

いのが原則である（１１３条１項）。 

２ では、Ｃとしては、表見代理（１０９条）の成立を主張し

て、甲絵画の返還を拒むことはできないか。 

 ⑴ア まず、Ｂが、甲絵画売却の委任状をＡに交付したこと

は、「他人に代理権を与えた旨を表示した」（代理権授与

行為）といえる。 

  イ そして、Ａは、実際に甲絵画を売却したのみであるの

で、委任状に表示された「代理権の範囲内」であったと

いえる。 

  ウ もっとも、Ｂは、Ｃが、Ａが代理権を有しないことに

つき善意であったとしても有過失であったと主張できな

いか。 

    本問で、たしかに、Ｃは画商であることから通常より

も高度の注意義務があり、Ｂに代理権の有無を確認すべ

きであったとも思える。しかし、ＢとＣは旧知の画家と

画商で何度か取引を行っているので、Ｂの筆跡（署名）

や実印等も見たことがあると思われるし、過去に同程度

の金額での取引もあったとも考えられ、Ａの委任状があ

れば代理権があると信じたとしてもやむをえない。また、

同居の親子間で代理権授与を取消したのであれば委任状

も破棄されていると考えるのが通常である。 

    そうであれば、ＢＣ間のかかる事情の下では、Ｃに過

失があったとまではいえない。 

 ⑵ よって、１０９条の要件を満たす。 

３ もっとも、Ａとしては、Ｂは真実はバイクを買うためのお 

金が欲しかったことを知らず、金策の理由につき騙されてい 

たとして、委任契約及び代理権授与行為の詐欺取消し（９６ 

条１項）により、代理権授与行為の遡及的無効を主張し１ 

０９条の表見代理は成立しないと反論できないか。 

 この点、９６条３項の「第三者」とは、取消前に新たに独 

立の利害関係を有するに至ったものをいうと解するところ、 

Ｂは、取消前に「善意」で甲絵画を買い受けているので、「第 

三者」として保護されＢは取消しを対抗できない。 
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よって、Ｂの反論は認められず、甲絵画を取り戻すこと 

はできない。 

第２ 小問２前段 

 Ｂの売却行為がＡに甲か帰属しないのであれば、Ａは乙自 

動車をＤから取り戻すことができる。 

１ まず、ＢはＡの親権者であるため法定代理権を有する（８ 

２４条）。もっとも、利益相反行為（８２６条１項）にあた 

る場合には、無権代理行為となるため、売却行為は甲に帰 

属しない。 

 ⑴ この点、取引安全の見地から、利益相反行為にあたる

か否かは行為の外形から客観的に判断すべきである。 

   本件で、ＢによるＤへの売却は外形的には単なる第三

者への売却にすぎず、ＢとＡの利益が相反するものでは

ない。 

   よって、利益相反行為にはあたらない。 

⑵ としても、上記行為はＢの株式購入資金という利益の

ためになされていることから親権者に子を代理する権限

を授与した法の趣旨に著しく反するものであるから代理

権の濫用にあたる。とすると、代理行為の効果はＡに帰

属しないのではないか。 

   この点、代理権の濫用の場合、経済的効果を自己に帰

属さとせようとする意思と表示との間に不一致があるの

で、９３条但書を類推し、相手方が悪意有過失の場合に

は、代理行為の効果は本人に及ばないと解する。 

   本件でも、Ｄが悪意有過失であれば、売却行為の効果

はＡに帰属せずＡは乙自動車を取戻すことができる。 

第３ 小問２後段 

 本件では、乙自動車売却の１か月前に、親権喪失の宣告（８ 

３４条）がなされ、Ｂは法定代理権も喪失している。そうす 

ると、無権代理行為としてＡに効果帰属しないのが原則であ 

る。 

⑴ もっとも、Ｄは表見代理（１１２条）の規定により、Ａ 

 に効果帰属すると主張できないか。法定代理権にも１１２ 

条が適用されるか問題となる。 

  確かに、表見代理の規定は権利外観法理の現れであると

ころ、本人の帰責性が要求され、法定代理には適用すべき

でないとも思える。しかし、本人側の事情は相手方からは

通常不明であり、取引安全の要請は任意代理との場合と異

ならない。また、本人は表見代理人が受領した金銭の引渡

しを請求でき（６４６条）、消費した場合には６４７条によ

る責任追及ができるから取引安全を重視すべきである。 

⑵ よって、Ｄが法定代理権の消滅につき善意無過失である

ならば、１１２条の表見代理が成立し、Ａは乙自動車を取

り戻すことはできない。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論はどちらでもよい。

否定した場合には、無権

代理人の責任追及をフ

ォローとして言及する

とよい。 
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【受験生モニター答案】Ｂ～Ｃ 

第１、小問１ 

１ Bの所有権に基づく甲の返還請求が認められ、甲を取り戻

すことができるか。 

２⑴ Bに甲の所有権が認められるためには、AC間の売買契

約が無効で、甲の所有権がBに帰属している必要がある。

そこで、AC間の売買契約の効力が問題となる。 

   BはAにCとの売買契約につき委任状を交付しており、

当初Aに代理権授与（99条 1項・102条）が認められる

が、その後Bは委任状の破棄を命じているから、AC間の

売買契約当時、Aは代理権を有していない（121条）。 

     それにも関わらずAはCと甲の売買契約を締結している

ところ、本問契約は無権代理（113条）となり、Bの追認

なき限りBにはその効力が生じない（同条1項）。 

⑵⑵ よって、甲の所有権はCには移転せず以前Bに属し、B

はCに対して所有権に基づき甲を取り戻すことができると

も思える。 

３⑴ しかし、Aに表見代理が成立し、AC間売買が有効とは

いえないか。当初BはAに委任状を交付しているから、代

理権授与の表示による表見代理（109条）と代理権消滅後

の表見代理（112条）の成否が問題となる。 

 ⑵ まず、Bは委任状をAに交付してCはその提示を受けて

おり、「表示」したといえ、「代理権の範囲内」ともいえる

（109条）。よって、CがAに代理権が与えられているこ

とにつき善意無過失である場合には、AC間の売買契約は

有効となり、Cが甲の所有権を取得するから、BはCに対

して所有権に基づき甲を取り戻すことができない。 

⑶ またBはAに委任状破棄を命じており、委任の意思表示

は取り消されている（121条）から、「代理権」は「消滅」

している（112条）。 

   そして、同条の「善意の第三者」とは、いまだ代理権が

あると信じたことについて善意無過失であることをいうと

解する。 

 ⑷ よって、Cが善意無過失の場合には、AC間の売買契約

は有効となり、Cが甲の所有権を取得するから、BはCに

対して所有権に基づき甲を取り戻すことができない。 

４⑴ 一方、Bとしては、当初の委任状交付による代理権授与

はAの詐欺を理由に取り消す（96条1項3項）ことをも

って、109条 112条の表見代理は成立せず、よって、甲の

所有権はBに属すると主張することが考えられる。  

 ⑵ 96条3項の「第三者」とは、取消前の第三者いい、Cは

「第三者」にあたる。 

よって、Cが詐欺につき善意であれば、Bは代理権授与

の取消を対抗できず、甲を取り戻すことはできない。 

⑶ また、Bは「気が変わり」委任状破棄を命じており、A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←別途但書に無過失と明文

あるので、「善意」は善意のみ

である。 

 

←画商や、取引を数回して

いるといった事実を摘示して

あてはめをした上で結論を出

すべき箇所である（本問では、

唯一あてはめらしいあてはめ

をすべき部分ゆえマイナスと

なる）。  



27 

 

の嘘（詐欺行為）を知らない。よって、破棄をもって詐欺

取消しの意思表示であると主張することはできない。 

仮に、破棄をもって詐欺取消の意思表示と認められた場

合でも、Cは甲を受け取っており、動産の対抗要件（178

条）を備えているから同じく甲を取り戻すことはできない。 

第２ 小問２ 

１ 設問前段 

⑴ Aは所有権に基づいてDに乙の返還請求権をし、乙を取

り戻すことができるか。 

⑵ Aに乙の所有権が認められるには、BD間の売買契約が

無効で、乙の所有権がAに帰属している必要がある。 

本問の売買契約は、親権に服する子（818条1項）Aの

代理として親権者Bが行っているところ、その効果は子に

帰属するのが原則である。しかし、本問売買が「利益が相

反する行為」（826条1項）に該当すれば、無権代理行為で

無効（113条1項）となり、Aにはその効果が帰属せず、

Aに乙の所有権が認められる。 

⑶ そこで、利益相反取引該当性の判断基準が問題となる。 

   取引安全のため、当該行為自体を外形的客観的に考察し

て判断すべきと解する。 

   本問売買は、乙を売却しただけであり、外形的に利益相

反行為にはあたらない。 

⑷ そうだとしても、Bは乙の売却代金を株式購入にあてる

意図を有しているから、代理権濫用にあたり、法律効果は

Aに帰属しないとはいえないか（93条但書類推）。 

この点、親権者に子を代理する広範な権限を付した法の

趣旨（824条）に著しく反すると認められる特段の事情が

存しない限り、代理権の濫用にはならないと解する。 

本問でB は、乙の売却代金を株式購入にあてる意図を有

しており、専ら自己の利益を図る意図を有しているところ、

上記特段の事情が認められる。 

よって、93条但書を類推適用し、相手方が濫用の事実に

つき善意無過失であった場合には、その効果は子に帰属し

ないから、Aは乙を取り戻すことができる。 

２ 小問２後段 

⑴ Bは親権喪失宣告（834条）をされているから、売買契

約当時、法定代理人ではなく、本問売買は無権代理行為と

して無効となる。 

   よって、乙売買契約の効果はAには帰属せず、所有権に

基づいて乙を取り戻すことができる。 

⑵ もっとも、法定代理人の代理権も112条の「代理権」に

あたるところ、DがいまだBに法定代理権があると信じた

ことについて善意無過失であれば、同条より売買の効果は

Aに帰属し、A はDから乙を取り戻すことができない。         

以上 

 

 

←この場合は、取消後の第三

者の問題であり対抗問題とな

ることを明示したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←法定代理にも適用して良い

か、という問題点の指摘が欲

しい。 
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問題６論点・トピック 

 

・表見代理 

・詐欺取消し 

・利益相反行為 

・親権者の代理権濫用 

  


